
千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程等の一部を改正する規程

をここに公布する。 

令和５年３月３１日 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市水道局規程第２号 

千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程等の一部を改正する

規程 

 （千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程の一部改正） 

第１条 千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程（昭和５０年千葉

市水道局規程第８号）を次のように改正する。 

  第１条中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員」を「第２２条の４第１項の規定により採用された職員」に改め

る。  

（千葉市水道局の職員の給与に関する規程の一部改正） 

第２条 千葉市水道局の職員の給与に関する規程（昭和５０年千葉市水

道局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」

を加える。 

  第３条中「「退職手当規則」という。）」の次に「、千葉市職員の

給与に関する条例附則第２１項等に規定する定年の引上げに伴う給与

の特例措置に関する規則（令和５年千葉市規則第２７号）」を加える。 

  別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改め

る。 
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（千葉市水道局の職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正） 



第３条 千葉市水道局の職員の特殊勤務手当支給に関する規程（昭和

５７年千葉市水道局規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員」を「第２２条の４第１項の規定により採用された職員」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程の一部改正に伴う経過

措置） 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（千葉市職員の定年等に関する条例等の

一部を改正する条例（令和４年千葉市条例第２２号。以下「改正条例」

という。）附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員

をいう。以下同じ。）は、第１条の規定による改正後の千葉市水道局

の職員の職の設置に関する規程第１条に規定する地方公務員法第２２

条の４第１項に規定により採用された職員とみなして、同規程の規定

を適用する。 

（千葉市水道局の職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置） 

３ 暫定再任用職員（改正条例附則第３条第１項又は第２項の規定によ

り採用された職員をいう。以下同じ。）の給料月額は、当該暫定再任

用職員が地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採用された職

員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるものとし

た場合に適用される第２条の規定による改正後の千葉市水道局の職員

の給与に関する規程（以下「新規程」という。）第２条第１項に規定

する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額

のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。

以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定により同条第１

項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員（育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

む。）に対する前項の規定の適用については、同項中「額とする」と



あるのは「額に、千葉市水道局の職員の勤務時間、休暇等に関する規

程（昭和５０年水道局規程第１３号）第１項の規定により千葉市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年千葉市条例第８号。以

下「勤務時間条例」という。）の適用を受ける職員の例により任命権

者が定めるその者の勤務時間を勤務時間条例第２条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

５ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤

務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用さ

れる新規程第２条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務

職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職

員の属する職務の級に応じた額に、千葉市水道局の職員の勤務時間、

休暇等に関する規程（昭和５０年水道局規程第１３号）第１項の規定

により千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第

２０号）の適用を受ける職員の例により定められた当該暫定再任用短

時間勤務職員の勤務時間を勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

（千葉市水道局の職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正に

伴う経過措置） 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、第３条の規定による改正後の千葉市

水道局の職員の特殊勤務手当支給に関する規定第６条に規定する地方

公務員法第２２条の４第１項の規定により採用された職員とみなして、

同規程の規定を適用する。 


